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近
年
、
近
世
の
陰
陽
師
・
陰
陽
道
組
織
研
究
が
進
展
し
て
き
た
一
方
、
陰
陽
道
実
践
に
関
す
る
研

究
は
取
り
残
さ
れ
て
き
た
。
陰
陽
道
祭
祀
に
関
す
る
研
究
は
、
陰
陽
道
の
成
立
期
も
し
く
は
最
盛
期

と
さ
れ
る
平
安
後
期
に
集
中
し
て
き
た
。
ま
た
、
中
世
以
降
の
陰
陽
道
祭
を
取
り
上
げ
た
研
究
で
も

朝
廷
・
幕
府
の
陰
陽
道
祭
祀
や
室
町
期
に
お
け
る
公
武
祈
祷
を
中
心
に
論
じ
て
お
り
、
地
域
の
陰
陽

師
が
残
し
た
祭
祀
史
料
を
分
析
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
稿
で
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所

蔵
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
の
祭
祀
関
連
史
料
に
着
目
す
る
こ
と
で
近
世
奈
良
地
域
に
お
け
る
陰
陽
道

祭
祀
の
実
態
解
明
を
試
み
る
。

　

吉
川
家
文
書
は
、
南
都
暦
の
頒
暦
史
料
と
と
も
に
、
陰
陽
師
と
し
て
の
日
常
活
動
や
祭
祀
に
関
わ

る
史
料
を
残
す
。
う
ち
、
陰
陽
道
祭
祀
に
関
わ
る
祭
文
・
祭
祀
次
第
・
呪
符
史
料
は
祭
神
・
祈
願
内

容
と
も
に
多
岐
に
亘
り
、
し
か
も
実
際
に
近
世
奈
良
地
域
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ら

祭
文
・
祭
祀
、
呪
法
史
料
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
祭
祀
種
別
ご
と
の
分
類
を
試
み
、
朝
廷
周
辺
で
の

祭
祀
（
土
御
門
家
周
辺
の
祭
祀
形
態
）
と
の
異
同
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
吉
川
家
文
書
に
伝
わ
っ
た

陰
陽
道
祭
祀
に
は
、
朝
廷
周
辺
の
土
御
門
系
祭
祀
と
同
一
も
し
く
は
類
似
す
る
陰
陽
道
祭
も
あ
り
、

な
か
に
は
、
土
御
門
家
か
ら
の
伝
来
経
緯
が
判
明
す
る
史
料
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
土
御
門
家
伝

来
文
書
は
、
朝
廷
祭
祀
へ
の
参
加
を
証
明
し
、
陰
陽
師
集
団
内
で
の
権
威
や
正
当
性
を
主
張
す
る
機

能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
土
御
門
家
か
ら
の
単
純
な
受
容
で
は
な
く
、
南
都
陰
陽
師
の
主

体
的
な
取
捨
選
択
に
よ
る
改
変
・
読
み
替
え
が
み
ら
れ
る
祭
祀
文
書
も
多
数
を
占
め
る
。
そ
の
な
か

に
は
中
世
神
話
的
神
楽
／
祭
文
や
、
偽
経
・
道
教
教
典
の
影
響
が
見
ら
れ
る
も
の
や
、
九
将
神
祭
の

よ
う
に
陰
陽
五
行
説
・
易
を
原
理
と
し
つ
つ
独
自
性
を
も
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
土
御
門
家

か
ら
伝
授
さ
れ
た
祭
文
が
南
都
陰
陽
師
の
祭
祀
体
系
に
あ
た
え
た
影
響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
土
御
門
系
の
祭
祀
と
は
祭
祀
名
や
祭
神
・
祭
祀
文
言
な
ど
が
異
な
る
独
自
の
祭
祀

の
存
在
も
確
認
さ
れ
、
陰
陽
道
祭
祀
の
地
域
差
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。　

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　
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、
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文
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道
祭
、
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書
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❶
吉
川
家
の
陰
陽
道
実
践
と
陰
陽
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史
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は
じ
め
に

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
奈
良
暦
師
吉
川
家
旧
蔵
史
料
」（
以
下
吉
川
家
文

書
、
な
お
吉
川
家
文
書
に
つ
い
て
は
史
料
番
号
の
み
を
記
す
）
に
は
、
南
都
暦
の
頒

暦
に
関
す
る
文
書
だ
け
で
な
く
、
陰
陽
師
と
し
て
の
日
常
活
動
や
祭
祀
に
関
わ
る
史

料
も
含
ま
れ
る
。
奈
良
暦
師
に
と
っ
て
、
頒
暦
と
陰
陽
道
祭
祀
は
切
り
離
せ
な
い
表

裏
一
体
の
存
在
で
あ
っ
た
。
近
世
の
陰
陽
道
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
朝
廷
周

辺
の
ご
く
限
ら
れ
た
事
例
し
か
知
ら
れ
ず
、
吉
川
家
文
書
の
祭
祀
関
連
史
料
は
、
希

有
な
存
在
で
あ
る
。

　

陰
陽
道
の
祭
祀
体
系
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
平
安
期
の
祭
祀
の
形
成
・
定
着
過

程
を
対
象
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
陰
陽
道
祭
の
多
く
は
、
摂
関
期
前
後
に
密
教
祭
祀

と
の
競
合
の
な
か
で
創
出
さ
れ
、
泰
山
府
君
祭
・
三
万
六
千
神
祭
な
ど
、
目
的
・
祭

神
毎
に
分
化
し
て
い
っ
た
）
（
（

。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
平
安
後
期
を
陰
陽
道
の
完
成
期
も

し
く
は
最
盛
期
と
み
な
し
て
展
開
し
て
き
た
が
、
近
年
、
鎌
倉
期
の
陰
陽
道
祭
祀
に

着
目
し
た
一
連
の
研
究
や
、
鎌
倉
で
の
武
家
祭
祀
を
取
り
上
げ
た
研
究
、
室
町
期
に

お
け
る
公
武
祈
祷
と
し
て
の
天
曹
地
府
祭
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
に
よ
り
、
中
世
以

降
の
陰
陽
道
祭
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
）
（
（

。
実
際
に
陰
陽
道
祭
の
内
実

を
伝
え
る
史
料
は
、
室
町
期
以
降
に
集
中
す
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
む
し
ろ
陰
陽
道

祭
祀
は
、
中
世
の
宗
教
文
化
の
文
脈
で
読
み
解
か
れ
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
近
世
史
に
お
い
て
は
、
陰
陽
道
と
い
う
よ
り
は
「
陰
陽
師
」
に
注
目
が
集

ま
り
、
か
れ
ら
の
存
在
形
態
や
陰
陽
道
組
織
を
中
心
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

陰
陽
師
の
「
職
分
」
を
論
じ
る
場
合
も
、
他
宗
教
者
と
の
比
較
や
業
務
範
囲
、
業
態

の
多
様
性
を
論
点
と
す
る
事
が
多
く
、具
体
的
内
実
に
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
少
な
い
。

　

近
世
の
陰
陽
道
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
克
己
の
先
駆
的
な
研
究
が
あ
る
が
、
概

ね
史
料
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
祭
祀
内
容
の
分
析
を
欠
く
）
（
（

。
ま
た
使
用
史
料
も
、
宮
内

庁
書
陵
部
土
御
門
家
文
書
が
大
半
を
占
め
、
あ
く
ま
で
朝
廷
の
陰
陽
道
を
主
眼
に
据

え
た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
、
平
安
期
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
、
陰
陽
道
祭
研
究

と
い
え
ば
朝
廷
周
辺
の
事
例
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
地
域
の
陰
陽
師
が
残
し
た
祭

祀
史
料
は
、
存
在
す
ら
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
奈
良
の
陰
陽
師
で
あ
る
吉
川
家
の
事

例
は
、
公
家
社
会
周
辺
の
近
世
陰
陽
道
の
特
性
を
相
対
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
も
、

有
効
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
祭
祀
史
料
を
手
が
か
り
に
陰
陽
道
祭
祀
の
伝
播
過
程
を
追

跡
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

吉
川
家
文
書
の
陰
陽
道
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
踏
ま
え
る
べ
き
先
行
研
究

と
し
て
は
、
暦
占
書
な
ど
の
写
本
類
に
つ
い
て
論
じ
た
小
田
真
裕
の
論
考
が
あ
る
）
（
（

。

そ
こ
で
は
、
宝
暦
～
明
和
年
間
の
当
主
吉
川
辰
房
と
そ
の
後
寛
政
期
に
活
躍
し
た
辰

直
に
よ
る
写
本
作
成
・
蒐
書
の
解
明
を
通
し
て
、
世
代
ご
と
の
蒐
集
の
方
向
性
の
差

異
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
両
者
に
通
底
す
る
陰
陽
師
・
暦
師
と
し
て
の
職
分

意
識
が
見
出
さ
れ
た
。
ま
た
「
吉
川
家
文
書
に
は
他
の
南
都
暦
師
に
よ
る
著
述
や
写

本
も
含
ま
れ
て
お
り
、
南
都
暦
師
同
士
で
職
分
に
関
す
る
知
識
や
情
報
の
共
有
が
行

わ
れ
て
い
た
」
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
拙
稿
で
も
吉
川
家
文
書
に
み
る

陰
陽
道
・
暦
占
知
識
と
、
陰
陽
道
組
織
を
介
し
た
知
識
の
流
布
と
の
関
係
を
論
じ
て

き
た
）
（
（

。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
南
都
陰
陽
師
の
祭
文
・
祭
祀
、

呪
法
の
特
質
を
分
析
し
、
土
御
門
家
に
代
表
さ
れ
る
京
都
の
朝
廷
周
辺
の
祭
祀
形
態

と
の
異
同
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

な
お
、
中
近
世
の
朝
廷
周
辺
で
行
わ
れ
た
陰
陽
道
祭
の
実
態
と
特
質
に
つ
い
て
は

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
若
杉
家
文
書
（
以
下
若
杉
家
文
書
）
お
よ
び
宮
内

庁
書
陵
部
図
書
寮
土
御
門
本
（
以
下
土
御
門
家
文
書
）
を
参
照
す
る
。

❶
吉
川
家
の
陰
陽
道
実
践
と
陰
陽
道
祭

　

吉
川
家
文
書
に
み
ら
れ
る
陰
陽
師
の
日
常
活
動
は
、
廻
旦
先
へ
の
暦
の
頒
布
／
家

や
個
人
別
に
暦
の
吉
凶
解
釈
を
示
す
年
卦
の
作
成
／
年
中
行
事
と
し
て
恒
例
化
し
た

配
札
・
祓
・
祭
祀
（
恒
例
行
事
）、
病
気
・
怪
異
・
普
請
・
婚
姻
な
ど
問
題
や
課
題
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が
発
生
し
た
際
、
原
因
や
対
処
法
を
決
定
す
る
占
／
占
の
結
果
行
わ
れ
る
祭
祀
・
呪

符
に
よ
る
対
処
と
い
う
業
務
サ
イ
ク
ル
か
ら
な
る
。

　

吉
川
家
文
書
八
〇
一
点
及
び
追
加
一
六
六
点
（
件
）
の
現
行
の
分
類
は
、【
表
（
】

の
通
り
で
あ
る
。
吉
川
家
の
場
合
、
暦
師
と
い
う
職
務
上
、
頒
暦
関
係
業
務
が
多
く

を
占
め
る
。
一
方
、「
八
」・「
一
二
」の
項
目
に
区
分
さ
れ
る
史
料
が
、陰
陽
道
祭
祀
・

呪
法
な
ど
、
陰
陽
道
の
実
践
的
内
容
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
陰

陽
道
祭
祀
に
お
い
て
祭
壇
前
で
祭
神
に
読
み
上
げ
る
祭
文
、
祭
祀
の
手
順
な
ど
を
記

し
た
次
第
書
、
呪
符
な
ど
を
祭
祀
史
料
五
八
点
を
抽
出
し
、
祭
祀
の
種
別
毎
に
整
理
・

分
類
を
試
み
た
も
の
が
【
表
（
】
で
あ
る
）
（
（

。
こ
こ
で
は
主
に
表
題
と
祭
神
名
に
よ
っ

て
祭
祀
を
分
類
し
た
。
祭
文
の
内
容
は
、
祭
神
名
・
願
主
・
祈
願
内
容
か
ら
構
成
さ

れ
る
）
（
（

。
吉
川
家
文
書
の
祭
文
は
「
泰
山
府
君
」「
天
曹
地
府
」「
九
将
神
」「
地
鎮
宅
鎮
」

「
土
公
祭
」「
荒
神
」「
霊
符
」
と
い
う
祭
祀
種
別
に
分
類
で
き
る
。

　

一
方
、「
諸
祭
」
と
し
た
も
の
は
、
所
謂
「
陰
陽
道
」
の
祭
神
と
は
断
定
で
き
な

い
、
様
々
な
信
仰
に
関
わ
る
史
料
で
あ
り
、
祭
文
と
宣
命
体
の
祝
詞
が
混
在
す
る
な

ど
神
道
色
の
強
い
も
の
も
み
ら
れ
る
。
吉
川
家
文
書
に
は
一
般
に
流
布
す
る
「
中
臣

点数 分類
H-（（9-（ （（（ 南都暦
H-（（9-（ （（（ 写本暦
H-（（9-（ （ 三嶋暦
H-（（9-（ （ 伊勢暦
H-（（9-（ （ 具注暦
H-（（9-（ （（ 近代暦
H-（（9-（ （8（ 暦・陰陽道関係文書
H-（（9-8 （（（ 陰陽道祭文等
H-（（9-9 9（ 漢籍類

80（
追加
H-（（9-（0 （（ 近世暦
H-（（9-（（ （（ 近代暦
H-（（9-（（ （（ 陰陽道祭文等
H-（（9-（（ （（ 暦・陰陽道関係文書
H-（（9-（（ （（ 陰陽関係道具類
H-（（9-（（ （（ 近代帳簿類
H-（（9-（（ （（ 吉川家葬祭・婚姻関係記録
H-（（9-（（ （（ 典籍類

（（（

表1　吉川家文書分類

祓
」（
八-

一
〇
四
な
ど
）
や
祝
詞
の
他
、
神
祇
・
神
道
祭
祀
に
関
わ
る
書
籍
や
神

道
書
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
今
後
改
め
て
両
者
の
区
分
・
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る

必
要
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
陰
陽
道
祭
祀
に
祝
詞
や
神
宝
な
ど
の
神
道
的
要
素
が
含
ま

れ
る
場
合
、
祭
神
に
五
方
の
諸
神
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
陰
陽
道
祭
に
数
え
た

が
、
神
道
か
陰
陽
道
か
分
類
は
難
し
く
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
分
類
と
す
る
。
こ
れ

は
土
御
門
文
書
・
若
杉
家
文
書
に
比
べ
、
吉
川
家
文
書
に
お
い
て
よ
り
顕
著
な
傾
向

と
し
て
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
写
の
「
仏
説
天
地
八
陽
神

咒
経
」（
八-

一
三
八
）「
妙
覚
心
地
祭
文
」（
八-

一
三
九
）
な
ど
、
仏
教
・
修
験

道
要
素
も
入
っ
て
い
る
。

　

近
年
大
和
に
お
け
る
神
社
由
緒
の
創
出
者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
今
出
河
一
友
の
著

作
も
見
ら
れ
、
地
域
の
歴
史
像
形
成
に
、
陰
陽
師
・
暦
師
で
あ
っ
た
吉
川
家
の
人
々

も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
）
8
（

。

　
【
表
（
】の「
祭
祀
種
別
」は
、
原
則
的
に
祭
文
の
表
題
に
随
っ
て
分
類
し
た
。
但
し
、

外
題
と
内
題
が
異
な
る
も
の
や
、
表
題
と
祭
祀
内
容
が
一
致
し
な
い
例
に
つ
い
て
は
、

次
章
で
検
討
す
る
。

　

先
に
挙
げ
た
祭
祀
名
の
う
ち
「
天
曹
地
府
祭
」「
泰
山
府
君
祭
」「
宅
鎮
祭
」
な
ど
、

土
御
門
系
の
陰
陽
道
祭
と
名
称
が
一
致
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
祭
祀
名
が
同
じ
で

あ
れ
ば
、
同
一
祭
祀
と
い
え
る
の
か
、
祭
神
・
祭
祀
の
構
造
の
異
同
は
何
を
意
味
す

る
の
か
検
討
の
余
地
は
あ
る
。
本
章
で
は
、
全
て
の
種
別
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は

出
来
な
い
が
、
特
徴
的
な
（
種
の
祭
祀
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
廷
周
辺
の
陰
陽

道
祭
と
比
較
す
る
。

①
「
泰
山
府
君
祭
」

　

泰
山
府
君
祭
は
安
倍
晴
明
が
創
始
し
、
安
倍
家
の
代
表
的
な
陰
陽
道
祭
と
し
て
知

ら
れ
、
平
安
後
期
以
来
貴
族
社
会
に
定
着
し
た
。
吉
川
家
文
書
に
は
表
題
に
「
泰
山

府
君
祭
」
と
記
す
祭
文
・
祭
祀
史
料
が
、
二
系
統
計
五
点
残
存
す
る
。

　

一
方
の
系
統
の「
泰
山
府
君
祭
」（
八-

五
九
）（
以
下
泰
山
府
君
祭
A
と
表
記
）は
、
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祭祀種別 現題 和暦 西暦 差出・作成 分類・特徴

（ 泰山 8 （（ 泰山府君祭（祭祀供養望斗
経） 陰陽生　吉川丹後 竪 「祭祀供養望斗経」B

（ 泰山 8 （（（ 泰山府君祭 （吉川筑後辰政カ） 巻子 「泰山府君祭」A

（ 泰山 8 （（（ 泰山府君祭 （江戸） （（（0 藤村数馬 巻子 「祭祀供養望斗経」B

（ 泰山 8 （9 泰山府君祭 宝暦 （（ 年 8 月 （（（（ 吉川丹後 竪 「泰山府君祭」A/ 若杉 （（（

（ 泰山 8 8（ （泰山符君之祭） （江戸） 陰陽生　吉川丹後 横 「祭祀供養望斗経」B

（ 泰山 8 （（（ （祭祀供養望斗経） 折本 「祭祀供養望斗経」B

（ 天曹 8 （ 天曹地府祭之図 安永 （0 年正月吉日 （（8（ 吉川若狭辰直 状 若杉 （（（ 安永 （0 年正月「天曹地府祭次第」

（ 天曹 8 （（ 大嘗会天曹地府祭御行事 奈良市陰陽町文海堂吉川
才蔵 状 「御大典を記念する為め御参考」

（ 天曹 8 （8 天地府祭之図 安永 （0 年正月吉日 （（8（ 状

（ 天曹 8 （（ 天曹地府祭法次第 安永 （0 年正月吉日 （（8（ 陰陽師　吉川若狭辰直 竪

（ 天曹 8 8（ 天曹地府祭次第 （延享 （ 年 （ 月） （（（（ 横 延享 （ 年 （ 月執行の天曹地府祭

（ 天曹 （（ （0 大嘗会天曽地府祭御行事 （昭和） 奈良市陰陽町　文海堂　
吉川才蔵　　 状

（ 天曹 （（ （（ 天曽地府祭之図 安永 （0 年正月 吉川若狭辰直 状

（ 天曹 （（ （ 大嘗会天曽地府祭拝領品
（菊御紋入） （元文元年）

（ 天曹 （（ 8 大嘗会天曽地府祭即位祈祷
札 （元文元年） 板

（ 九将 8 （（（ 九将神祭 享保 （0 年 （ 月吉日 （（（（ 藤村数馬易政 巻子

（ 九将 8 （（ 九将神祭 宝暦 9 乙卯年閏 （ 月
吉日 （（（9 陰陽生　吉川辰房 竪

（ 九将 8 （（ 九将神祭 陰陽師生　吉川丹後 竪

（ 地鎮宅鎮 8 （ 地鎮安宅祭文 宝暦 （（ 年 （ 月吉祥日 （（（（ 陰陽生　吉川丹後辰房 状 若杉 （（（ 祭文部類「地鎮祭文」と類似

（ 地鎮宅鎮 8 （（ 地鎮安宅祭文 状 地鎮安宅祭文の雛形一部宣命体。8-（ と類似箇所在り

（ 地鎮宅鎮 8 （（ 宅鎮祭 陰陽生　吉川辰房 竪 宅鎮祭の祭式次第

（ 地鎮宅鎮 8 （0 地鎮祭　霊符祭 竪

（ 地鎮宅鎮 8 （（（ 鎮宅祭次第 折本 方位神呪符

（ 地鎮宅鎮 8 （（（ 宅鎮祭用物 貞享元年 （ 月吉祥日 （（8（ 藤村主計吉政 巻子 宅鎮祭の用物・配置図。「祭文」「宅舎安寧符図」

（ 地鎮宅鎮 8 （（ 鎮宅神饌次第 （江戸カ） 状

（ 地鎮宅鎮 8 （（（ 地鎮祭文 天保 （（ 壬寅年 （8（（ 吉川筑後倅福治郎 折本

（ 地鎮宅鎮 8 （（9 地鎮安宅祭文 安永 （ 年 （ 月朔日 （（（（ 陰陽生吉川若狭辰直 巻子

（ 土公 8 （08 土公神祭文 寛永 （9 壬午年 （ 月吉
日 （（（（ 陰陽師　吉河 折本

（ 土公 8 （（0 祓祝大事 （江戸カ） 折本

注連大事，鳥居大事，唯一神道護神身法（三光印，八
府印，日輪印，月珠印，七星印），諸神勧請祝詞，唯
一神道三種加持之大事（十宝印，八握印，三光印，神
酒備大事），神楽大事，春日宮祭文，奉道，三種大祓，
身曽貴太祓，三元神道三妙加持経

（ 荒神 8 （（ 荒神祭次第 状

（ 荒神 8 （（ 荒神祭次第 （江戸カ） 竪

（ 荒神 8 （（0 荒神祭文 折本

（ 荒神 8 （（（ 吉備大臣唐伝授口伝 折本 若杉 （（（「祭文部類」「荒神祭文」と類似箇所あり

（ 荒神 8 （（ 中臣祓祭文 状 祭文末呪歌「荒神ト我ハ謂テ払ウニハ今日ノ今ハ祭ラ
シ原ニ散リテン」

（ 霊符 8 （（ （太上鎮宅霊符神縁起） （近世） 状

（ 霊符 8 （（ 霊符祭 状

（ 霊符 8 （（ 霊符神祭文　全（内題：
鎮宅七十二通霊符祭文）

安永 9 乙亥年 （ 月吉
日 （（8（ 竪

（ 霊符 8 8（ 鎮宅霊符神毎日行法次第 大正 （（ 子年 8 月吉日 （9（（ 大日本宅相方位鑑定師
（大阪府）樋口藤太郎 竪

（ 霊符 8 （（（ 身曽遣太祓 嘉永 （ 年 （ 月吉日 （8（0 陰陽生　吉川筑後辰政 巻子

（ 霊符 （（ （ 鎮宅霊符神降臨日 状

表2　吉川家文書の祭祀関係文書
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（ 霊符 8 （（（ 鎮宅霊符祭文 文化 （0 年秋 （8（（ 折本

諸祭 （（ （9 宇賀祭祝詞写本 貞享 （ 年 （ 月 8 日
（原本弘安 8 年） 陰陽師　吉川若狭辰勝 巻子

諸祭 8 9（ （八卦書） （江戸ｶ） 竪

諸祭 8 （9 大清祓之図 状
大清祓の際の配置図。若杉 （（（ 文久元年 （ 月 （ 日「禁
裏南殿清祓勤修図」，若杉 （（（ 享和元年［清祓次第］と
関連か

諸祭 8 （（（ 土用祓 折本

諸祭 8 （（0（諸神勧請祝詞他） 嘉永 （ 年 （ 月吉日 （8（0 ※加茂生　吉川朝臣辰直 巻子

諸祭 8 （（8 彗星祭事 （江戸） （（（0 南都陰陽師賀茂氏　
藤村数馬易政 巻子 「彗星祭」「大旱祭」「地震祭」「山崩祭」「江水祭」「招魂祭」

「天厄祭」「天空祭」司天霊台での祭祀か。万星祭

諸祭 8 （（（ 中臣祓 折本

諸祭 8 （（0 大陰陽祭儀上言 寛政元年 8 月吉日 （（89 陰陽生吉川若狭辰直 巻子 若杉 （（（ ～ （8（ に同名祭文有り，天明 8 年 （ 月 （（ 日
執行祭祀の祭文と式次第。

諸祭 （（ （ 土御門家作法秘伝 竪

諸祭 （（ （ 神祇服忌令写本 （享保） 折本

諸祭 （（ （0-（ 安家太元水アケ之王垣之伝 天明 （ 年中春吉日 陰陽師吉川若狭辰直

諸祭 8 （（（ 雪祓祭文（外題：御祓祭文）
（裏面：返生男子之秘話）

（裏面：明暦 （ 年林鐘
吉祥） （（（8 （吉河若狭） 折本

諸祭 8 （（9 愛宕山勝軍地蔵権現秘法 寛文元年 （ 月吉日 （（（（ 吉河勘十良安賢 折本

諸祭 8 （（（ 諸神道 延宝 （ 年閏 （ 月 （（（（ 南都陰陽師小頭　
吉川若狭賀茂辰徳 折本

諸祭 8 （（（ 神道秘法 （延宝頃カ） （（8（ 折本

諸祭 （ （ 七夜待次第 天明 （ 年 （ 月吉日 （（8（ 状

諸祭 8 （ 反閇作法 （原本寛永 （ 年 9 月 （
日） （（（（ （土御門泰重） 状

祭祀種別 現題 和暦 西暦 差出・作成 分類・特徴

謹
奉
請　

閻
羅
天
子
・
五
道
大
神
・
泰
山
府
君
下
来
就
座
／
謹
奉
請　

天
官　

地
官　

水
官　

下
来
就
座
／
謹
奉
請
司
命　

司
禄　

本
命
神　

下
来
就
座
／
謹

奉
請
開
路
将
軍
・
土
地
霊
祇
・
家
親
丈
人
下
来
就
座
／
伏
願
諸
神
一
々
具
官

各
々
就
座　

所
献
尚
饗
〈
再
拝
〉
…
」（
／
は
改
行
を
示
す
）

　

と
い
う
形
式
で
泰
山
府
君
以
下
冥
界
の
諸
神
を
祀
る
。「
祭
文
部
類
」（
若
杉
家
文

書
四
四
四
）
所
収
の
「
泰
山
府
君
祭
」
と
類
似
し
、
土
御
門
家
に
伝
来
し
た
祭
文
と

ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。「
泰
山
府
君
祭
」（
八-

一
四
一
）
も
、
後
半
を
欠
く
が
、
ほ
ぼ

同
文
で
同
系
統
の
祭
文
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
泰
山
府
君
祭
文
に
つ
い
て
は
次
章

の
③
で
伝
来
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
土
御
門
系
の
祭
祀
史
料
に
残
る
よ

う
な
献
物
を
列
挙
し
た
都
状
は
み
ら
れ
な
い
。

　

も
う
一
方
の
系
統
は
、
同
じ
「
泰
山
府
君
祭
」
を
表
題
に
掲
げ
な
が
ら
、
構
成
・

祭
神
名
・
文
体
い
ず
れ
も
大
き
く
異
な
る
。「
泰
山
府
君
祭
」（
八-

六
二
、
八-

一
四
三　

以
下
泰
山
府
君
祭
B
）
は
「
祭
祀
供
養
望
斗
経
」
の
内
題
を
持
つ
。
そ
の

文
面
（
八-

六
二
、
返
り
点
は
原
文
通
り
）
は

「
黄
帝
始
受
二
河
圖
一
得
二
其
五
要
一
乃
設
二
霊
䑓
一
立
二
占
天
之
官
一
以
叙
二
祭
祀
之

事
一
風
后
明
二
于
天
道
一
大
常
察
二
乎
地
利
一
命
二
鬼
臾
區
一
占
レ
星
間
苞
授
規
正
二

日
月
星
辰
之
象
一
命
二
義
和
一
占
レ
日
命
二
尚
儀
占
レ
月
命
二
車
區
一
占
レ
風
命
二
大
橈

一
探
二
五
行
之
精
一
占
斗
綱
所
レ
建
始
作
二
甲
子
一
於
レ
是
乎
有
二
神
殺
転
化
之
義
一

帝
会
二
群
臣
于
泰
山
一
採
首
山
之
金
銀
銅
鑞
一
作
二
貨
幣
一
立
二
五
方
一
祀
二
上
帝
于

泰
山
一
諸
侯
皆
従
二
泰
山
下
一
有
湯
沐
之
邑
一
焉
帝
曰
天
地
之
間
有
二
気
化
一
有
二

形
化
一
人
之
生
雖
下
以
二
形
相
一

上
固
天
地
之
精
也
五
行
範
其
體
…
」

と
泰
山
の
謂
れ
を
説
き
起
こ
し
、
以
降
の
本
文
で
は
暦
・
五
行
、
祭
祀
の
始
ま
り
を

説
く
。
そ
し
て
そ
の
後
に
「
第
一
紫
微
宮　

入
戌
初
刻
」
を
は
じ
め
、「
第
二
降
婁

宮
入
戌
五
刻
」「
第
三
娵
訾
宮
入
亥
初
刻
」「
第
四
玄
枵
宮
入
子
初
刻
」「
第
五
星
紀

宮
入
丑
初
刻
」「
第
六
折
木
宮
入
寅
初
刻
」「
第
七
大
火
宮
入
卯
初
刻
」「
第
八
壽
星

宮
入
辰
初
刻
」「
第
九
鶉
尾
宮
入
巳
初
刻
」「
第
十
鶉
火
宮
入
午
初
刻
」「
第
十
一
鶉

首
宮
入
未
初
刻
」「
第
十
二
實
沈
宮
入
申
初
刻
」「
第
十
三
大
梁
宮
入
酉
初
刻
」
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と
い
う
十
二
次
に
紫
微
宮
を
加
え
た
十
三
宮
の
星
辰
を
一
巡
し
て
祀
る
構
成
に

な
っ
て
い
る
。「
祭
祀
供
養
望
斗
経
」
と
い
う
名
称
か
ら
は
、
占
術
書
「
望
斗
経
」

と
の
関
連
を
想
起
し
う
る
が
、
関
連
は
不
明
で
あ
る
）
9
（

。

　

一
般
的
な
泰
山
府
君
祭
文
と
は
異
な
り
道
教
系
祭
文
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
典
拠
と
な
る
史
料
は
何
か
、
現
段
階
で
は
見
出
せ
て
い
な
い
。

②
荒
神
祭

　

荒
神
の
性
格
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
仏
典
の
障
礙
神
か
ら
地
神
・
竈
神
と
し

て
受
容
さ
れ
、
家
祈
祷
で
も
祀
ら
れ
る
神
で
あ
る
）
（1
（

と
さ
れ
る
。
真
言
の
荒
神
供
や
陰

陽
道
の
荒
神
祭
だ
け
で
な
く
、
修
験
・
神
祇
祭
祀
、
九
州
盲
僧
の
竈
祓
、
神
楽
な
ど

に
も
登
場
す
る
。
近
世
の
奈
良
で
は
、
出
産
前
の
地
祭
（
お
そ
ら
く
産
所
の
設
置
の

た
め
）
に
僧
侶
が
荒
神
供
を
行
っ
た
と
い
う
事
例
も
あ
る
）
（（
（

。
吉
川
家
文
書
の
祭
文
・

祭
祀
史
料
に
も
、
荒
神
を
祀
る
祭
文
は
複
数
見
ら
れ
る
。

　

吉
川
家
文
書
の
う
ち
、
表
題
に
「
荒
神
祭
」
を
掲
げ
る
も
の
は
、「
荒
神
祭
次
第
」

（
八-

二
五
）（
八-

七
二
）
の
二
件
で
あ
り
、
両
史
料
の
内
容
は
類
似
す
る
。
い

ず
れ
も
宣
命
体
の
祝
詞
形
式
を
と
り
、
祭
神
も
「
大
日
本
国
中
天
神
七
代
…
大
小
神

祇
、
御
祖
奥
津
彦
・
奥
津
姫
」
と
続
く
が
、
表
題
に
あ
る
「
荒
神
」
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、「
荒
神
祭
文
」（
八-

一
三
〇
）
は
「
荒
神
供
」「
荒
神
講
式
」
の
各
部
か
ら
成

り
、
修
験
道
・
真
言
宗
の
「
荒
神
供
」
の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
（1
（

。

　

一
方
、
表
題
を
「
吉
備
大
臣
唐
伝
授
口
伝
」（
八-

一
三
一
）
と
す
る
祭
文
に
は
、

「
木
火
土
金
水
」
の
「
星
荒
神
」
各
三
十
万
億
と
い
う
特
徴
的
な
神
名
に
続
い
て
荒

神
そ
し
て
「
～
潜
尾
命
」
と
い
う
特
徴
的
な
名
称
の
二
六
神
と
「
九
八
五
七
二
」
の

神
々
が
現
れ
る
。

　

維
日
本
國
／
吉
備
大
臣
唐
傳
授
口
伝

謹
請
木
星
荒
神
御
前
三
十
万
億
／
謹
請
火
星
荒
神
御
前
三
十
万
億
／
謹
請
金
星

荒
神
御
前
三
十
万
億
／
謹
請
水
星
荒
神
御
前
三
十
万
億
／
謹
請
土
星
荒
神
御
前

三
十
万
億

謹
請
五
方
大
小
荒
神　

神
謹
請
四
維
上
下
／
大
小
荒
神
・
謹
請
多
婆
天
王
・
謹

請
那
／
行
都
佐
神
・
謹
請
天
潜
尾
命
神
・
謹
／
請
天
捨
尾
命
神
・
謹
請
國
潜

尾
命
神
・
／
謹
請
地
潜
尾
命
神
・
謹
請
天
別
尾
命
／
神
・
謹
請
國
別
尾
命
神
・

謹
請
地
別
／
尾
命
神
・
謹
請
山
潜
尾
命
神
・
謹
請
木
／
潜
尾
命
神
・
謹
請
草

潜
尾
命
神
・
謹
／
請
火
潜
尾
命
神
・
謹
請
水
潜
尾
命
神
・
／
謹
請
池
潜
尾
命

神
・
謹
請
河
潜
尾
命
／
神
・
謹
請
海
潜
尾
命
神
・
謹
請
風
潜
／
尾
命
神
・
謹

請
田
潜
尾
命
神
・
謹
請
／
野
潜
尾
命
・
謹
請
家
潜
尾
命
神
・
／
謹
請
國
加
和

尾
命
神
・
謹
請
諸
國
殺
尾
／
命
神
・
謹
請
諸
國
破
尾
命
神
・
謹
請
豊
／
潜
尾

命
神
・
謹
請
國
富
尾
命
神
・
謹
／
請
天
夜
尾
命
神
・
謹
請
地
夜
尾
命
神
・
／

九
万
八
千
五
百
七
十
二
神
・
眷
属
九
億
四
／
万
三
千
四
百
九
十
九
荒
神
皆
来
就

座
所
／
獻
尚
饗〈
再
拝
上
酒　

大
麻
口
傳
〉、／
謹
啓
降
臨
大
小
荒
神
等
今
日〈
主

人
〉
各
／
致
精
誠
儲
種
々
礼
奠
…

　

祭
神
名
で
分
類
す
れ
ば
、
こ
れ
も
荒
神
を
祀
る
荒
神
祭
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
傍
線
部
は
土
御
門
家
の
「
荒
神
祭
文
」（
若
杉
家
文
書
四
四
四
「
祭
文
部
類
」
）

と
祭
神
・
願
趣
、
表
現
な
ど
共
通
部
分
が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
吉
備
真
備
へ
の
仮
託

は
、
吉
川
家
文
書
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
一
つ
、
荒
神
祭
文
の
文
脈
で
解
す
べ
き
祭
文
が
あ
る
。「
中
臣
祓
祭
文
」

（
八-

二
三
）
と
さ
れ
る
祭
文
は
、
表
題
に
「
中
臣
祓
」
と
掲
げ
て
は
い
る
が
、
文

体
は
陰
陽
道
祭
文
を
踏
襲
す
る
形
式
で
、
神
道
の
祝
詞
で
用
い
ら
れ
る
宣
命
体
で
は

な
い
。
春
日
大
明
神
・
天
照
大
神
・
天
つ
神
・
国
つ
神
・
八
百
万
神
に
併
せ
て
陰
陽

道
の
神
々
を
列
挙
す
る
、
怪
異
・
災
厄
へ
の
祓
と
な
っ
て
い
る
。
一
見
荒
神
祭
文
の

性
格
は
薄
い
が
、「
今
日
以
後
厭
魅
呪
詛
之
悪
念
鬼
気
・
霊
気
之
恨
・
兵
火
盗
賊
之

怖
ナ
ク
口
舌
諍
論
之
悪
事
ヲ
消
滅
シ
テ
一
切
不
祥
一
切
凶
害
更
ニ
以
テ
所
残
不
在
祓

給
清
メ
用
ス
事
ノ
由
」
と
い
う
文
言
、
そ
し
て
祭
文
末
の
呪
歌
「
荒
神
ト
我
ハ
謂
テ

払
ウ
ニ
ハ
今
日
ノ
今
ハ
祭
ラ
シ
原
ニ
散
リ
テ
ン
」
は
、
土
御
門
家
の
「
荒
神
祭
文
」

（
若
杉
家
文
書
「
祭
文
部
類
」）
と
文
言
が
共
通
し
、
祟
り
を
な
す
家
財
や
家
の
設
備

を
祓
う
と
い
う
陰
陽
道
で
の
荒
神
祭
の
要
素
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
吉
川
家
文
書
に
は
「
荒
神
」
に
関
わ
る
神
祇
・
真
言
・
陰
陽
道
と

い
う
三
種
の
祭
祀
文
書
が
併
存
す
る
。
ま
た
、
同
一
の
表
題
で
も
、
土
御
門
系
祭
文

と
は
形
式
・
祭
神
な
ど
が
異
な
る
祭
祀
文
書
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
南
都
で
生

成
し
た
か
、
も
し
く
は
土
御
門
家
と
は
別
の
情
報
源
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
在
地
で
の
需
要
が
高
い
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

③
九
将
神
祭

　

吉
川
家
が
伝
え
る
陰
陽
道
祭
祀
史
料
に
は
、
土
御
門
系
の
祭
祀
史
料
群
に
は
類
例

が
な
い
祭
祀
名
の
も
の
が
あ
る
。
土
御
門
家
が
伝
え
て
き
た
陰
陽
道
と
は
別
の
起
源

を
持
つ
の
か
、
土
御
門
家
側
に
は
残
存
し
な
か
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
近
世
に
お
い
て
は
独
自
の
祭
祀
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

九
将
神
祭
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　

該
当
す
る
祭
文
は
四
点
伝
来
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
年
紀
が
最
も
古
い
も
の
は

「
享
保
十
年
二
月
吉
日　

藤
村
数
馬
易
政
（
花
押
）」
と
記
す
「
九
将
神
祭
」
A
（
八

-

一
四
五
）
で
あ
る
。

　

祭
神
名
と
し
て
「
阦
曜
日
曜
歳
徳
神　

辰
巳　

福
徳　

巽
／
火
曜
熒
惑
歳
殺
神　

南
午　

禍
害　

離
／
金
曜
大
白
大
将
軍　

西
酉　

絶
命　

兌
／
土
曜
鎮
星
歳
破
星　

中
央
／
水
曜
辰
星
歳
刑
神　

北
子　

遊
年　

坎
／
木
星
歳
星
大
歳
神　

東
方
天
醫　

震
／
阥
曜
月
曜
大
陰
神　

戌
亥
遊
魂　

乾
／
土
曜
羅
睺
黄
幡
神　

未
申
絶
体　

坤

／
土
曜
計
都
豹
尾
神　

丑
寅　

生
家　

艮
」
と
い
う
方
位
神
と
九
曜
に
加
え
て
八
卦

忌
に
易
卦
を
組
み
合
わ
せ
た
九
種
の
神
名
を
列
挙
す
る
。
祭
文
本
文
部
分
は
、「
伏

惟
天
地
未
剖
陰
陽
不
分
渾
沌
如
鷄
子
溟
涬
而
含
牙
及
其
清
陽
者
薄
靡
而
爲
天
重
濁
者

凝
滯
而
爲
地
精
妙
之
合
搏
易
重
濁
之
凝
竭
難
故
天
先
成
而
地
後
定
」
と
「
日
本
書
紀
」

冒
頭
部
の
天
地
開
闢
を
踏
襲
す
る
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
。
続
い
て
、「
天
地
之
襲

為
精
陰
陽
陰
陽
之
専
精
為
熱
寒
温
冷
四
時
…
」
と
四
時
・
五
行
の
生
成
を
説
き
、
九

曜
・
方
位
神
の
成
立
を
説
く
。
こ
こ
で
、
冒
頭
の
「
九
将
神
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
配
置
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
で
、「
年
号
甲
子
何
月
何
日
甲
子
藤
村

易
政
何
某
、
捧
幣
帛
以
神
祝
之
神
祝
備
神
供
奏
神
楽
歌
舞
之
謝
過
罪
ヲ
神
祇
…
」
と

陰
陽
道
祭
文
の
定
型
文
が
続
く
。

　

い
ざ
な
ぎ
流
や
花
祭
り
の
祭
文
な
ど
で
は
、
盤
古
神
話
に
基
づ
い
て
世
界
の
創
建

を
語
る
例
が
見
ら
れ
る
が
、
本
史
料
で
は
、「
日
本
書
紀
」
天
地
開
闢
神
話
が
ひ
か

れ
て
い
る
。「
日
本
書
紀
」
天
地
開
闢
神
話
を
含
む
類
例
と
し
て
は
、奥
三
河
の
「
大

土
公
神
経
」
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
創
世
神
話
を
含
む
祭
文
の
一
形
態
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
）
（1
（

。

　
「
九
将
神
祭
」
B
（
八-

五
二
）
は
、「
陰
陽
師
生
吉
川
丹
後
」（
宝
暦
～
明
和
期

の
写
本
を
残
す
吉
川
辰
房
）
の
筆
で
あ
る
。
構
成
は
、
忌
部
禊
詞
、
三
種
太
祓
、
中

臣
祓
略
詞
、
と
神
道
形
式
の
祝
詞
か
ら
始
ま
り
、
神
名
と
し
て
「
木
火
曜
日
曜
星

歳
徳
神　

辰
巳
／
金
水
曜
月
曜
星　

大
陰
神　

戌
亥
／
木
星　

歳
星　

大
歳
神　

卯
／
火
曜
熒
惑
星　

歳
殺
神　

午
／
土
曜
鎮
星　

歳
破
星　

中
央
／
金
曜
太
白
星　

大
将
軍　

酉
／
水
曜　

辰
星　

歳
刮
（
刑
）星　

子
／
土
火
曜
羅
睺
星　

黄
幡
神　

未
申

／
土
水
曜
計
都
星　

豹
尾
神　

丑
寅
」
と
い
う
方
位
神
と
九
曜
を
結
び
つ
け
た
九
種

の
神
名
を
列
挙
す
る
が
、
八
卦
の
配
当
は
省
か
れ
て
い
る
。
祭
式
次
第
は
九
字
・
三

種
太
祓
・
大
中
臣
祓
・
幣
上
げ
と
続
き
、
神
道
の
祝
詞
同
様
の
宣
命
体
で
「
高
天
原

に
日
曜
日
暉
神
月
曜
月
光
神
…
」
の
九
将
神
と
「
臨
兵
闘
者
…
」
の
六
甲
秘
呪
を
読

み
込
み
、「
何
某
家
内
に
来
る
邪
気
」
を
祓
い
、「
家
内
の
夜
守
・
昼
守
」
と
い
う
願

趣
を
述
べ
る
。

　

同
名
の
「
九
将
神
祭
」
C
（
八-

七
三
）
は
A
と
同
系
統
で
あ
る
。「
陰
陽
師
生

吉
川
丹
後
」（
吉
川
辰
房
）
の
筆
で
、
宝
暦
九
乙
卯
年
閏
七
月
吉
日
の
日
付
を
持
つ
。

忌
部
禊
詞
、
中
臣
祓
、
八
平
手
か
ら
始
ま
る
構
成
は
類
似
す
る
。
祭
文
部
分
の
あ
と

宣
命
体
で
「
掛
畏
岐
九
将
神
等
能
広
前
仁
…
夫
大
日
本
国
波
神
国
也
、
神
祇
乃
加
被

尓
依
テ
国
家
乃
安
全
乎
得
国
家
能
尊
敬
尓
依
テ
…
」
と
続
い
た
後
、
幣
帛
を
収
め
、

六
甲
秘
呪
を
行
う
。
神
名
と
祭
文
部
分
は
共
通
す
る
。
さ
ら
に
続
け
て「
魂
鎮
之
祭
」

と
題
し
、
垂
加
神
道
の
影
響
下
で
流
布
さ
れ
た
神
宝
説
で
あ
る）（1
（

天
璽
瑞
宝
十
種
神
宝

の
記
述
が
続
く
。



14

国立歴史民俗博物館研究報告
第 247集　2024年 3月

図1　吉川家文書（8－94）「八卦書」

　

土
御
門
家
側
の
祭
祀
史
料
の
な
か
で
あ
え
て
類
似
す
る
祭
祀
を
探
す
と
、
八
卦
神

を
祀
る「
八
卦
諸
神
祭
」が
在
る
。
若
杉
家
文
書
四
五
〇 「
天
社
神
道
行
事
」に
は「
五

座　

撫
物
鏡
、
絶
命　

禍
害　

遊
年　

鬼
吏　

五
墓
、
右
当
祭
忌
之
方
犯
土
造
作
之

時
祭
之
」
と
概
略
を
記
す
が
、
土
御
門
家
周
辺
の
史
料
に
実
施
例
や
祭
文
は
残
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、「
九
曜
祭
」
と
い
う
名
称
の
祭
文
は
若
杉
家
文
書
に
も
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
九
曜
・
星
宿
を
列
挙
し
た
星
祭
で
あ
り
、
九
将
神
祭
と
は
合
致
し
な
い
。

　
「
九
将
神
祭
」
祭
文
の
な
か
に
は
、
前
述
の
「
祭
祀
供
養
望
斗
経
」
と
し
て
望
斗

経
系
の
「
泰
山
府
君
祭
」
Ｂ
祭
文
と
同
巻
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
（
八-

一
一
六
、
八-

八
二
、
八-

六
二
）、
そ
の
場
合
「
九
将
神
祭
」「
鎮
魂
之
祭
」
は
一

連
の
祭
祀
と
し
て
系
統
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
九
将
神
祭
」
を
陰
陽
師
は
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
そ
の
用
法
を

推
測
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
「
八
卦
書
」（
八-

九
四
）
と
い
う
史
料
で
あ
る
。

家
祈
祷
や
出
産
・
幼
児
の
疱
瘡
・
胞
衣
下
し
と
い
っ
た
事
例
に
対
す
る
呪
法
・
呪
符

を
列
挙
し
た
も
の
だ
が
、
史
料
の
所
々
に
檀
家
の
名
前
や
月
日
な
ど
の
書
き
込
み
が

有
り
、
吉
川
家
の
陰
陽
師
た
ち
が
檀
家
で
の
祭
祀
・
呪
法
の
実
践
に
用
い
た
と
思
わ

れ
る
。

　

そ
の
な
か
に
は
、
廻
旦
先
に
配
布
す
る
呪
符
札
の
体
裁
と
配
布
先
を
書
き
込
ん
だ

箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
「
恒
」「
井
水
清
浄
／
除
穢
」
の
札
に
は
「
七
月
七
日
水
門

町
木
戸
源
七
郎
様
へ
御
符
弐
枚
遣
ス
也
」「
古
川
弥
三
郎
殿
ヘ
七
月
六
七
日
ニ
遣
ス

札
」
と
の
記
入
が
見
ら
れ
る
。【
図
（
参
照
】「
需
」「
竈
門
鎮
護
／
叶
心
」「
竈
之
前

札
」
の
札
に
は
「
表
書　

九
将
神
御
鎮
座
」「
是
ハ
極
月
ニ
暦
ト
共
ニ
遣
ス
也
」「
正

月
守
護
所
」「
古
川
弥
三
郎
殿
・
古
川
弥
七
郎
殿
・
古
川
源
四
郎
殿
・
古〻

〻
〻
〻
〻

川
大
和
殿　

此
四
人
之
衆
ヘ
極
月
ニ
暦
ト
共
ニ
遣
ス
也
」
と
、
具
体
的
な
檀
那
名
と
そ
れ
ぞ
れ
へ

の
配
付
内
容
を
記
す
。

　

こ
こ
か
ら
九
将
神
祭
を
施
し
た
札
を
廻
旦
先
で
「
竈
門
鎮
護
」
の
神
と
し
て
祀
っ

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
廻
旦
先
で
占
い
、
卦
を
立
て
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て

札
を
誂
え
家
を
鎮
め
る
。
南
都
陰
陽
師
が
本
領
を
発
揮
す
る
場
面
で
あ
っ
た
。
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そ
の
他
、
土
御
門
系
祭
祀
史
料
と
の
差
異
が
見
ら
れ
る
史
料
を
挙
げ
る
。

　

外
題
を
「
萬
星
祭
事
」（
八-

一
四
八
）
と
す
る
巻
子
に
は
、「
彗
星
祭
」「
大
旱
祭
」

「
地
震
祭
」「
山
崩
祭
」「
江
水
祭
」「
招
魂
祭
」「
天
厄
祭
」「
天
空
祭
」
と
い
っ
た
諸

祭
の
由
来
、
次
第
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
「
南
都
陰
陽
師
賀
茂
氏　

藤
村
数

馬
易
政
」
の
記
名
の
あ
と
に
「
改　

吉
川
氏
」
と
記
さ
れ
、
元
は
藤
村
家
に
伝
わ
っ

た
史
料
で
あ
る
と
わ
か
る
。「
招
魂
祭
」
を
除
く
い
ず
れ
の
祭
祀
も
、
土
御
門
家
周

辺
の
祭
祀
史
料
に
は
み
ら
れ
な
い
名
称
で
あ
る
。
ま
た
、「
司
天
霊
台
」
で
の
祭
祀

と
す
る
注
記
も
あ
る
。「
司
天
」
は
語
義
通
り
の
「
天
文
博
士
」
と
解
釈
し
う
る
が
、

該
当
す
る
施
設
が
南
部
に
存
在
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
観
測
を
行
う
天
文
台
を
設

け
て
い
た
土
御
門
家
で
の
祭
祀
と
も
考
え
に
く
く
、
評
価
の
難
し
い
史
料
で
あ
る
。

　

ま
た
、
吉
川
家
文
書
の
「
土
公
祭
文
」（
八-

一
〇
八
）
は
、
五
龍
王
祭
文
の

一
形
態
で
あ
り
、
神
話
や
物
語
性
を
欠
く
土
御
門
家
の
同
名
祭
文
（
若
杉
家
文
書

四
四
四
「
祭
文
部
類
」）
と
は
別
系
統
で
、
他
の
陰
陽
道
祭
文
と
も
異
な
る
特
徴
を

も
つ
。
種
々
の
神
楽
祭
文
と
の
共
通
点
、
中
世
神
話
的
系
譜
を
も
つ
情
報
源
か
ら
流

れ
込
み
、
融
合
し
て
形
成
さ
れ
た
祭
祀
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
）
（1
（

。

❷
「
陰
陽
道
」
祭
文
・
祭
祀
史
料
の
伝
来

　

本
章
で
は
、
土
御
門
系
史
料
と
の
直
接
的
関
連
を
検
出
で
き
る
祭
祀
史
料
の
事
例

を
と
り
あ
げ
る
。
こ
こ
で
も
、
前
章
で
朝
廷
陰
陽
道
の
史
料
群
と
し
て
あ
げ
た
史
料

と
対
照
す
る
。
該
当
す
る
史
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
「
反
閇
作
法
」（
八-

一
）

　

本
史
料
【
図
（
】
は
、
冒
頭
に
「
土
御
門
ノ
作
法
也
」
と
注
記
が
あ
り
、
前
半
部

は
、
若
杉
家
文
書
七
三
「
小
反
閇
作
法
」（
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
六
月
二
三
日
）

の
写
し
で
あ
る
。

　

反
閇
は
、
天
皇
行
幸
や
将
軍
代
替
り
儀
礼
の
身
固
め
の
際
に
行
わ
れ
る
歩
行
作
法

図2　吉川家文書（8－1）「反閇作法」



16

国立歴史民俗博物館研究報告
第 247集　2024年 3月

で
、
代
表
的
な
陰
陽
道
の
呪
法
で
あ
る
。
本
史
料
の
書
写
年
月
日
は
後
水
尾
天
皇
の

二
条
城
行
幸
が
行
わ
れ
た
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
九
月
六
日
の
四
日
前
で
あ
っ
た
。

　

二
条
城
行
幸
に
先
立
っ
て
、
将
軍
家
光
は
天
皇
を
迎
え
る
た
め
御
所
に
参
内
し
た

が
、
こ
の
時
土
御
門
泰
重
は
将
軍
昵
近
衆
の
一
人
と
し
て
供
奉
し
て
い
る
。
一
方
、

天
皇
の
出
立
に
伴
う
反
閇
を
踏
ん
だ
の
は
幸
徳
井
友
景
で
あ
っ
た
）
（1
（

。
な
お
、
行
幸
に

伴
う
日
時
勘
文
も
幸
徳
井
友
景
が
作
成
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
天
皇
に
奉
仕
す
る
陰

陽
師
と
し
て
の
職
務
は
幸
徳
井
友
景
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
土
御
門
泰
重
は
、
将
軍

昵
近
衆
公
卿
と
し
て
の
立
場
を
優
先
し
て
い
た
と
い
え
る
。
旧
例
で
は
「
反
閇
」
と

「
小
反
閇
」
の
二
種
の
作
法
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
段
階
で
は
「
小
反
閇
）
（1
（

」
へ

と
簡
略
化
さ
れ
た
形
態
で
あ
っ
た
。
泰
重
は
、友
景
に
家
伝
の
呪
法
を
伝
え
て
い
た
。

泰
重
は
暦
道
を
放
棄
し
、
幸
徳
井
友
景
に
職
を
譲
っ
た
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
幸

徳
井
家
は
近
世
初
期
の
朝
儀
復
興
に
伴
っ
て
朝
廷
に
出
仕
し
、
六
位
地
下
官
人
の
地

位
に
あ
り
な
が
ら
、
時
に
土
御
門
家
と
陰
陽
頭
を
争
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
段
階
で
は
、
朝
廷
の
陰
陽
道
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
土
御
門
家
は
幸
徳
井
家
と
共
存

を
図
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
現
在
吉
川
家
文
書
に
残
る
「
小
反
閇
作
法
」
は
、

土
御
門
家
家
伝
の
伝
授
を
受
け
た
幸
徳
井
友
景
が
写
本
を
作
成
し
、
後
年
南
都
陰

陽
師
で
あ
る
吉
川
家
に
渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
小
反
閇
作
法
」（
若
杉
家
文
書

七
三
）
と
比
べ
る
と
後
半
に
当
た
る
部
分
は
省
略
さ
れ
、「
神
前
之
作
法
」「
護
神
法
」

の
見
出
し
の
下
部
に
「
万
事
口
伝
次
第
省
之
云
々
可
秘
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

省
略
さ
れ
た
後
半
部
が
「
口
伝
」
箇
所
に
あ
た
る
と
推
測
さ
れ
る
。
末
尾
に
は
「
寛

永
三
年
（
一
六
二
六
）
九
月
二
日　

泰
重
判
在　

不
可
有
他
見
者
也
」
と
記
す
。
土

御
門
泰
重
が
家
伝
の
「
小
反
閇
作
法
」
の
一
部
を
写
し
て
授
与
し
た
伝
書
を
、
後
年

さ
ら
に
書
写
し
た
孫
写
本
と
考
え
ら
れ
る
。

　

幸
徳
井
友
景
は
賀
茂
家
の
傍
流
な
が
ら
、一
五
世
紀
以
降
興
福
寺
寺
辺
に
在
住
し
、

興
福
寺
の
他
、
多
武
峰
な
ど
南
都
諸
寺
の
行
事
に
関
わ
っ
て
地
域
の
陰
陽
師
と
し
て

基
盤
を
形
成
し
て
い
た
。
ま
た
、
南
都
陰
陽
師
へ
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
本
史
料
は
幸
徳
井
家
を
介
し
た
伝
播
の
例
で
あ
る
。

②
「
宅
鎮
祭
用
物
」（
八-

一
三
五
）

　

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
四
月
吉
祥
日
の
日
付
を
も
つ
本
史
料
【
図
（
】
は
、
貞

享
元
年
三
月
一
一
日
「
宅
鎮
祭
用
物
」【
図
（
】（
宮
内
庁
書
陵
部
土
御
門
家
文
書

九
五
）
の
藤
村
主
計
吉
政
に
よ
る
写
で
、
冒
頭
に
供
物
と
一
二
座
の
祭
場
図
が
描
か

れ
て
お
り
、
祭
文
部
分
に
続
く
。
末
尾
に
は
「
右
之
地
鎮
之
御
作
法
、
相
続
ノ
一
子

タ
リ
と
云
と
も
伝
文
仕
間
敷
と
申　

以
神
文
指
上
ケ
陰
陽
家
ノ
末
代
迄
ノ
宝
物
也
」、

「
土
御
門
兵
部
少
輔
様
実
伝
之
御
作
法
也
」
と
符
の
書
き
方
に
つ
い
て
の
注
釈
・
補

筆
と
、
藤
村
主
計
吉
政
の
署
名
・
花
押
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
南
都
陰
陽
師
の

一
人
藤
村
吉
政
が
、「
神
文
」（
誓
詞
）
を
交
わ
し
て
土
御
門
家
か
ら
の
作
法
伝
授
を

受
け
、
得
た
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

　

貞
享
元
年
と
い
え
ば
、
土
御
門
家
が
陰
陽
道
本
所
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
時

期
で
あ
る
。
寛
文
期
以
来
南
都
陰
陽
師
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
土
御
門
・
幸
徳
井
の
争

論
が
続
い
て
い
た
が
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
幸
徳
井
友
傅
死
去
の
の
ち
、
天

和
三
年
、
土
御
門
泰
福
が
陰
陽
頭
に
就
任
し
た
。
そ
の
翌
年
に
あ
た
る
。
こ
の
段
階

で
の
土
御
門
家
か
ら
南
都
陰
陽
師
へ
の
伝
授
は
、
支
配
の
本
格
化
を
示
す
も
の
と
い

え
る
。
藤
村
家
は
、
陰
陽
町
に
居
住
し
た
陰
陽
師
の
一
家
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
年

に
当
時
の
当
主
数
馬
が
借
財
の
た
め
出
奔
し
、「
檀
家
中
諸
帳
面
」
を
担
保
と
し
て

借
財
整
理
を
行
っ
た
た
め
、
関
連
史
料
が
暦
師
惣
代
で
あ
っ
た
吉
川
家
の
元
に
移
っ

た
）
（1
（

（
七-

八
〇
）。
こ
の
よ
う
な
藤
村
か
ら
吉
川
へ
の
伝
来
は
複
数
例
認
め
ら
れ
る
。

本
史
料
の
「
陰
陽
家
ノ
末
代
迄
ノ
宝
物
」
と
の
文
言
か
ら
は
、
こ
の
史
料
が
陰
陽
師

集
団
内
で
他
者
と
の
差
異
を
も
た
ら
す
価
値
を
持
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。

　

な
お
、
本
史
料
の
、
図
な
ど
を
除
い
た
祭
文
部
分
は
、
土
御
門
家
の
「
地
鎮
祭
文
」

（
若
杉
家
文
書
四
四
四
「
祭
文
部
類
」）
と
、
祭
神
名
・
願
趣
・
呪
文
部
分
が
概
ね
一

致
す
る
。
吉
川
家
文
書
中
に
も
祭
文
部
分
の
み
を
写
し
た
史
料
は
複
数
残
存
す
る
。
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図4　宮内庁書陵部土御門家文書95「宅鎮祭用物」

図3　吉川家文書（8－135）「宅鎮祭用物」
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図5　吉川家文書（8－59）「泰山府君祭祭文」

「
地
鎮
安
宅
祭
文
」（
八-

三
）
（1
（

）、「
宅
鎮
祭
」（
八-

五
一
）、「
地
鎮
祭
文
」
な
ど
、

表
題
は
異
な
り
、
省
略
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
異
な
る
が
、
祭
神
・
願
趣
・
呪
文
と
い
っ

た
箇
所
で
同
一
表
現
を
と
る
。
こ
れ
ら
地
鎮
・
宅
鎮
の
祭
は
ひ
と
つ
の
類
型
に
ま
と

め
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。「
地
鎮
祭
文
」（
八-

一
二
四
）
は
、
祭
文
部
分
に
省

略
が
目
立
つ
が
、
呪
符
図
・「
三
元
神
道
三
妙
加
持
、」
鎮
宅
七
十
二
道
霊
符
祭
文
」、

「
中
臣
祓
祭
文
」
を
追
加
す
る
。「
地
鎮
案
宅
祭
文
」（
八-

一
四
九
）
は
「
尸（
祝
ヵ
）

柷
」「
雪

祓
祭
文
」「
三
科
祓
」「
忌
部
禊
詞
」
さ
ら
に
「
地
鎮
安
宅
祭
文
」
か
ら
成
る
。
様
々

な
冊
子
へ
の
転
写
は
、
高
い
頻
度
で
檀
家
で
の
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
示
す

と
い
え
る
。
地
鎮
・
宅
鎮
祭
に
つ
い
て
は
、
土
御
門
系
の
そ
れ
と
類
似
す
る
祭
祀
が

伝
え
ら
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）
11
（

。

③
「
泰
山
府
君
祭
祭
文
」（
八-

五
九
）

　

文
中
に
祭
祀
の
催
行
年
を
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
と
記
す
が
、
史
料
の
年
紀

は
、「
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
右
筆　

友
重
二
一
歳
」「
以
家
本
令
書
写
）
1（
（

」
と
あ

る
。
友
重
は
幸
徳
井
友
重
を
指
し
、
年
齢
も
概
ね
年
代
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
末
尾

に
「
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
八
月
吉
旦　

吉
川
丹
後
」
と
、
吉
川
丹
後
が
改
め

て
書
写
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
る
【
図
（
】。

　

本
史
料
は
、
土
御
門
家
に
伝
わ
っ
た
「
泰
山
府
君
祭
文
」（
若
杉
家
文
書
「
祭
文

部
類
」）
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。「
祭
文
部
類
」
は
、
主
に
一
六
世
紀
に
土
御
門
家
が

催
行
し
た
一
四
種
の
陰
陽
道
祭
文
集
（
土
御
門
有
春
伝
本
、
文
中
年
代
は
永
禄
一
〇

年
（
一
五
六
七
）
二
月
吉
日
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
八
月
頃
土
御
門
久
脩
書

写
か
）
で
あ
る
が
、
吉
川
本
で
は
若
杉
本
で
の
欠
落
文
字
が
残
存
し
、
よ
り
原
本
に

近
い
よ
う
で
あ
る
。
吉
川
本
は
幸
徳
井
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
伝
本
か
ら
の
写
し
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
祭
文
部
類
」
と
の
共
通
の
祖
本
と
考
え
ら
れ
る
。

　

写
本
年
代
の
宝
暦
一
二
年
は
、
宝
暦
改
暦
後
の
暦
制
の
変
化
に
よ
り
幸
徳
井
家
が

困
窮
し
て
い
た
時
期
に
重
な
る
。
そ
う
し
た
状
況
が
本
史
料
の
書
写
と
関
連
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
）
11
（

。
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こ
こ
ま
で
挙
げ
て
き
た
例
は
、
幸
徳
井
家
も
し
く
は
南
都
陰
陽
師
の
他
の
家
を
経

由
し
た
土
御
門
家
写
本
が
、
吉
川
家
に
流
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

④
「
天
曹
地
府
祭
次
第
」（
八-

八
四
）

　

一
方
、
吉
川
家
の
陰
陽
師
が
直
接
土
御
門
家
か
ら
伝
え
ら
れ
た
事
が
明
ら
か
な
写

本
も
あ
る
。

　
「
天
曹
地
府
祭
次
第
」（
八-

八
四
）
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
四
月
に
催
行

さ
れ
た
徳
川
家
重
将
軍
宣
下
に
伴
う
天
曹
地
府
祭
の
次
第
書
上
で
あ
る
。
吉
川
辰

察
、
中
川
重
儀
、
岩
清
房
（
具
官
）、
小
野
恒
信
（
具
官
）、
小
田
常
直
、
藤
木
雄
親
、

小
堀
恒
春
の
役
割
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
天
曹
地
府
祭
法
次
第
」（
八-
七
四
）
は
、
安
永
一
〇
年
（
一
七
八
二
）
正
月

二
九
日
の
写
で
「
陰
陽
師　

吉
川
若
狭
辰
直
」
と
の
署
名
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
御

門
家
「
天
曹
地
府
祭
次
第
」（
若
杉
家
文
書
五
二
七　

安
永
一
〇
年
正
月
）
と
、内
容
・

形
式
と
も
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
南
都
陰
陽
師
の
吉
川
辰
直
が
光
格
天
皇
即
位
の
天
曹

地
府
祭
に
具
官
と
し
て
参
仕
し
た
機
会
に
筆
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
史
料
で
あ
る
。

或
い
は
、
祭
祀
に
あ
た
っ
て
参
仕
者
が
準
備
・
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
各
自
書
き
写
し

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
若
杉
本
に
は
土
御
門
泰
邦
を
筆
頭
に
祭
祀
参
加
者
の
人
名

が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
南
都
か
ら
の
参
仕
者
と
し
て
「
藤
木
門
二
雄
信　

二
五
才
、　

同　

山
村
重
二
安
俊　

二
九
才
、
同
吉
川
若
狭
辰
直
（
ト
キ
タ
ヽ
）
二
五
才
」
の
三

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
日
の
祭
場
を
図
示
し
た
「
天
曹
地
府
祭
之
図
」（
八-
七
）

安
永
一
〇
年
正
月
吉
日
「
吉
川
若
狭
辰
直
」
も
、
祭
儀
に
参
加
し
、
実
見
し
た
状
況

を
図
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

天
曹
地
府
祭
は
、
天
皇
・
将
軍
の
代
替
わ
り
に
行
わ
れ
、
近
世
土
御
門
家
に
お
い

て
最
上
位
の
祭
祀
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
世
の
本
所
土
御
門
家
と
そ
の
配
下
組

織
に
お
い
て
、
祭
祀
へ
の
参
加
は
権
威
的
な
意
味
を
持
っ
た
。

　

他
に
も
、
土
御
門
家
や
安
倍
家
の
伝
を
標
榜
す
る
史
料
に
「
安
家
太
元
水
ア
ケ
之

王
垣
之
伝
」（
一
三-

一
〇-

六
）の
呪
符
図
や「
土
御
門
家
作
法
秘
伝
」（
一
二-

二
）

に
記
載
さ
れ
る
「
供
物
加
持
」・「
祝
詞
」・「
天
社
祈
祷
札
」・「
神
供
」
が
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
土
御
門
家
に
対
応
す
る
史
料
を
見
い

だ
せ
て
い
な
い
。

結
語

　

以
上
、
朝
廷
周
辺
の
陰
陽
道
祭
史
料
と
比
較
し
つ
つ
、
近
世
に
お
け
る
奈
良
地
域

の
陰
陽
道
祭
祀
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
。
吉
川
家
文
書
に
残
る
陰
陽
道
祭
祀
と
土

御
門
系
陰
陽
道
祭
祀
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
土
御
門
家
か
ら
の
受
容
に
と

ど
ま
ら
ず
、
南
都
陰
陽
師
の
主
体
的
な
取
捨
選
択
に
よ
る
改
変
・
読
み
替
え
が
行
わ

れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
荒
神
祭
文
に

み
ら
れ
る
密
教
・
神
祇
系
お
よ
び
中
世
神
話
的
神
楽
・
祭
文
の
影
響
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
偽
経
・
道
教
教
典
を
源
泉
と
す
る
多
領
域
か
ら
の
知
識
導
入
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
た
ん
な
る
雑
多
な
受
容
で
は
な
く
、
九
将
神
祭
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
陰
陽
五

行
説
・
易
を
原
理
と
す
る
体
系
の
元
に
統
合
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
土

御
門
家
か
ら
伝
授
さ
れ
た
祭
文
が
南
都
陰
陽
師
の
祭
祀
体
系
に
あ
た
え
た
影
響
は
限

定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
書
籍
の
伝
播
と
い
う
観
点
か
ら
本
所
土

御
門
家
に
よ
る
影
響
の
限
定
的
側
面
を
指
摘
し
た
見
解
と
合
致
す
る
）
11
（

。

　

た
と
え
ば
土
御
門
系
の
祭
祀
と
は
名
称
が
異
な
る
祭
祀
、
及
び
名
称
が
土
御
門
系

と
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
祭
神
・
祭
祀
文
言
な
ど
が
異
な
る
陰
陽
道
祭
も
複
数
存

在
し
た
。
陰
陽
道
祭
祀
に
は
地
域
に
よ
る
差
異
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
土
御
門
系
と
同
一
も
し
く
は
類
似
す
る
祭
祀
文
書
に
よ
る
陰
陽
道
祭
も
あ

り
、
そ
の
な
か
に
は
、
土
御
門
家
か
ら
伝
え
ら
れ
た
経
緯
が
判
明
す
る
史
料
も
存
在

し
た
。
土
御
門
家
か
ら
伝
わ
っ
た
祭
祀
文
書
は
、
朝
廷
祭
祀
へ
の
参
加
を
契
機
と
し

て
も
た
ら
さ
れ
、
陰
陽
師
集
団
内
で
正
統
性
を
主
張
す
る
効
力
を
も
っ
た
。
ま
た
、

幸
徳
井
家
を
経
由
し
た
祭
祀
史
料
も
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
史
料
の
中
に
は
、
幕
末

期
に
藤
村
氏
か
ら
伝
来
し
た
史
料
も
あ
り
、
南
都
の
陰
陽
師
集
団
内
部
で
の
知
識
の
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継
承
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
南
部
陰
陽
師
に
伝
え
ら
れ
た
中
世
以
前
の
祭
式

を
伝
承
し
、
近
世
陰
陽
道
の
祭
式
と
し
て
再
構
成
す
る
営
み
に
、
吉
川
家
も
関
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
修
験
道
・
神
道
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
文
化
五
年

（
一
八
〇
八
）
に
は
、
吉
川
辰
直
は
山
城
国
相
楽
郡
市
ノ
坂
社
（
幣
羅
坂
神
社
）
に
、

春
日
大
明
神
を
勧
請
す
る
た
め
の
祝
詞
を
あ
げ
、
神
職
と
し
て
の
活
動
も
行
っ
て
い

た
。
こ
れ
に
吉
田
家
の
支
配
を
回
避
す
る
と
い
う
意
図
を
み
る
指
摘
も
あ
る
）
11
（

。
た
だ

し
、
神
道
書
の
集
書
も
進
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
神
道
へ
の
関
心
は
表
層
的
な
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
祭
祀
史
料
に
も
陰
陽
道
祭
文
と
み
る
か
神
道
祭
祀
と
み
る
か
、
峻
別
困
難

な
も
の
は
多
い
。
本
稿
で
は
、
祭
神
や
祭
文
の
形
式
を
基
準
に
「
陰
陽
道
祭
祀
」
と

い
う
枠
組
み
を
設
定
し
た
が
、「
中
臣
祓
」
と
い
う
表
題
で
春
日
大
明
神
・
天
照
大

神
と
と
も
に
陰
陽
道
の
神
々
を
祀
る
祭
文
や
、「
日
本
書
紀
」
冒
頭
部
を
読
み
込
ん

だ
「
九
将
神
祭
」
な
ど
、
神
祇
信
仰
に
基
づ
く
も
の
が
目
立
つ
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ

る
の
が
「
泰
山
府
君
祭
作
法
）
11
（

」
と
い
う
春
日
社
の
社
例
と
し
て
伝
わ
っ
た
泰
山
府
君

の
次
第
で
あ
る
。
春
日
社
に
も
鳥
居
作
法
か
ら
始
ま
る
神
祇
祭
祀
と
し
て
の
泰
山
府

君
祭
が
存
在
し
た
。幸
徳
井
家
が
中
世
興
福
寺
の
寺
辺
社
会
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
地
理
的
条
件
か
ら
考
え
て
も
、
南
都
陰
陽
師
が
こ
れ
に
関
与
し
、
そ
の
影
響
を

受
け
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
勿
論
、
近
世
の
土
御
門
家
も
垂
加
神
道
と
関
わ
り
は

深
く
、
橘
家
神
道
を
受
容
し
た
が
、
吉
川
家
文
書
で
は
、
在
地
で
の
伝
播
に
よ
る
実

践
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
南
都
陰
陽
師
が
様
々
な
情
報
源
か
ら
呪
術
的
実
践
に
つ
な
が
る
情

報
源
を
集
積
し
、
応
用
し
て
い
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
陰
陽
道

祭
祀
を
対
象
と
し
た
が
、
多
元
的
な
知
識
の
吸
収
と
集
積
の
実
像
が
、
よ
り
端
的
に

表
れ
る
の
は
、
日
常
的
な
呪
法
知
識
の
局
面
で
あ
る
。
と
く
に
日
常
的
な
呪
法
を
蓄

積
し
た
と
思
わ
れ
る
「
八
卦
書
」（
八-

九
四
）
に
は
、
出
産
・
治
病
と
い
う
課
題

に
対
す
る
呪
法
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、「

胎
祭
之
事
」
と
題
す
る
箇
所
に
は
、「
医
心
方
」〈
巻
二
三
）
11
（

〉
産

科
治
療
・
儀
礼
篇
に
も
載
る
「
体
玄
子
借
地
法
」
と
い
う
呪
法
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に

こ
の
呪
法
が
、
伊
勢
・
熊
野
の
神
や
「
ゆ
ふ
の
さ
ね
一
ッ
二
ッ
に
わ
り
て
か
た
い
は

う
に
か
た
か
な
に
て
イ
の
字
書
か
た
は
う
に
セ
ノ
字
書
く
」
と
い
う
瓜
を
割
る
民
俗

的
な
作
法
と
一
連
の
儀
式
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
符
に
は
「
伊
勢
両
大

神
宮　

熊
野
三
所
権
現
」「
体
玄
子　

借
地
祭
」
と
記
す
。「
安
産
歌
」「
伊
勢
の
伊

勢
人
の
生
る
ゝ
水
上
ハ
こ
れ
ミ
な
ま
ろ
が
力
な
り
け
り
」
に
つ
い
て
「
右
ハ
難
産
之

節
是
を
御
神
符
ニ
し
て
用
ゆ
忽
安
産
ス
ル
也
、
勢-

此
ノ
字
ヲ
哥
ニ
よ
め
り　

甚
妙

也
」
と
言
及
し
、
呪
歌
と
し
て
用
い
た
こ
と
を
記
す
。
と
く
に
安
産
に
関
す
る
呪
法

は
多
彩
で
、
陰
陽
道
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
情
報
源
か
ら
、
檀
家
の
要
望
に
応
え

る
形
で
咀
嚼
し
、
民
俗
に
着
地
さ
せ
る
試
み
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
）
11
（

。

　

今
後
、
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
、
よ
り
網
羅
的
な
解
読
・
分
析
を
進
め
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

＊
本
報
告
は
、
二
〇
一
八
～
二
〇
二
〇
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
「
奈
良

暦
師
吉
川
家
文
書
を
中
心
と
す
る
暦
・
陰
陽
道
研
究
の
史
料
基
盤
形
成
」
お
よ
び
、

二
〇
二
一
～
二
〇
二
三
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
C
）
（（ 

K

 

0

 

0

 

8

  

（

  　

8 「
古

代
～
近
代
陰
陽
道
史
料
群
の
歴
史
的
変
遷
と
相
互
関
係
の
解
明
」
の
成
果
で
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
一
九
年
日
本
宗
教
学
会
第
七
八
回
学
術
大
会
（
帝
京
科
学
大
学
）
パ
ネ

ル
：「
陰
陽
道
祭
祀
の
形
成
と
展
開
―
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
を
中
心
に
」
で
の
報

告
に
基
づ
く
。
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（
（
）　

山
下
克
明
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）
同
『
平
安

時
代
陰
陽
道
史
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）・
高
田
義
人
「
泰
山
府
君
都
状
の
古

文
書
学
的
考
察
―
鎌
倉
初
期
ま
で
の
残
存
例
を
中
心
に
」（『
古
文
書
研
究
』 

八
五
、
二
〇
一
八

年
）

（
（
）　

赤
澤
春
彦
『
鎌
倉
期
官
人
陰
陽
師
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
〇
年
）、
太
田
ま
り
子

「
百
怪
祭
―
陰
陽
道
祭
祀
か
ら
見
た
中
世
に
お
け
る
怪
異
意
識
の
変
容
」（『
新
陰
陽
道
叢
書　

第
三
巻　

中
世
』
名
著
出
版
、
二
〇
二
一
年
）、
木
村
純
子
『
室
町
時
代
の
陰
陽
道
と
寺
院
社

会
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）

（
（
）　

遠
藤
克
己
『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』（
未
来
社
、
一
九
八
五
年　

の
ち
〈
新
訂
増
補
版
〉
新

人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）

（
（
）　

小
田
真
裕
「
幕
末
奈
良
陰
陽
師
の
活
動
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
二-

一
〇
、
二
〇
〇
七

年
a
）・
同
「
南
都
暦
師
・
陰
陽
師
の
読
書
―
吉
川
家
文
書
を
素
材
に
―
」（『
平
成
一
六
～
一
八

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
B
）
研
究
成
果
報
告
書　

呪
術
・
呪
法
の
系
譜
と
実

践
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
』
二
〇
〇
七
年
b
）。 

陰
陽
師
・
暦
師
と
し
て
の
吉
川
家
に
関

す
る
研
究
と
し
て
は
、
吉
田
栄
治
郎
「
近
世
大
和
の
陰
陽
師
と
奈
良
暦
」（『
陰
陽
道
叢
書　

第

三
巻　

近
世
』
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
）・
木
場
明
志
「
近
世
南
都
陰
陽
師
の
活
動
」（『
印
度

學
佛
教
學
研
究
』
三
一
巻
二
号　

一
九
八
三
年
）。

（
（
）　

梅
田
千
尋
「「
暦
占
書
」
の
出
版
と
流
通
」（『
シ
リ
ー
ズ
本
の
文
化
史
四　

出
版
と
流
通
』

平
凡
社
、
二
〇
一
六
年
）

（
（
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
目
録
「
八　

陰
陽
道
祭
文
等
」、
同
追

加
史
料
「
一
二　

陰
陽
道
祭
文
等
」
の
項
目
を
中
心
に
抽
出
、
内
容
を
検
討
の
う
え
一
五
四

点
を
対
象
と
し
た
。

（
（
）　

梅
田
千
尋
「
陰
陽
道
祭
文
の
位
置
―
『
祭
文
部
類
』
を
中
心
に
―
」（『
神
楽
と
祭
文
の
中
世

―
変
容
す
る
信
仰
の
か
た
ち
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
）

（
8
）　

向
村
九
音
『
創
ら
れ
た
由
緒
―
近
世
大
和
国
諸
社
と
在
地
神
道
家
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
一
年
）

（
9
）　
「
望
斗
経
」
は
国
立
国
会
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
二
〇
五-

一
五
「
格
致
叢
書
」
所
収

第
七
八
册
「
新
刻
望
斗
經
」（
明
）
歐
陽
友
山
撰
・
歐
陽
忠
註

（
（0
）　

黒
田
迪
子
「
荒
神
―
障
礙
神
か
ら
竈
神
へ
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
一
七

年
）

（
（（
）　

横
田
冬
彦
「
近
世
前
期
の
出
産
―
大
和
国
無
足
人
山
本
平
左
衛
門
日
記
を
素
材
に
―
」（『
史

林
』
一
〇
三
巻
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）

（
（（
）　

室
田
辰
雄
「『
文
肝
抄
』
所
収
荒
神
祓
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
佛
教
大
學
大
學
院
紀
要
』

註

三
五
、
二
〇
〇
七
年
）

（
（（
）　

斎
藤
英
喜
「
大
土
公
神
祭
文
・
考
」（『
神
楽
と
祭
文
の
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
）

（
（（
）　

石
野
浩
司
（
聖
咒
）「
密
教
と
神
道
の
関
係
（
続 

三
）
三
種
の
神
器
か
ら
十
種
神
宝
へ
の
展

開 

― 

虚
構
と
創
作
の
中
世
神
道
「
神
宝
図
」
の
世
界
を
読
む
」『
密
教
学
』
五
六
、
二
〇
二
〇

年

（
（（
）　

松
山
由
布
子
「
近
世
陰
陽
師
の
祭
祀
と
祭
文
―
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
の
地
鎮
祭
の
祭
文
を

中
心
に
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
四
〇
、
二
〇
二
三
年
）

（
（（
）　
『
泰
重
卿
記　

第
三
』（
続
群
書
類
従
完
成
会　

二
〇
〇
四
年
）
寛
永
三
年
九
月
六
日　
「
六

日　

各
染
装
束
束
帯
、
各
禁
中
伺
公
也
、
今
日
必
然
也
、
第
一
供
奉
外
衆
老
若
十
七
八
人
先
へ

伺
公
、
長
柄
輿
也
、
其
以
後
中
宮
御
方
行
啓
、
次
女
院
御
所
御
幸
、
中
宮
与
女
院
御
所
御
間

姫
宮
渡
御
、
是
供
奉
衆
各
別
、
御
三
所
共
供
奉
人
数
有
之
也
、
其
以
後
二
条
へ
渡
御
畢
、
将

軍
（
徳
川
家
光
）
為
御
迎
参
内
、
其
時
昵
近
之
衆
両
伝
奏
・
中
宮
亮
・
舟
橋
・
山
科
・
六
条
・

予
十
一
二
人
許
供
奉
也
、
大
樹
鬼
間
ヨ
リ
常
御
所
へ
御
参
候
、
三
献
、
其
以
後
退
出
也
、
禁

庭
諸
役
人
出
御
催
、
縦
横
往
来
也
、
次
将
立
列
之
以
後
、
幸
徳
井
友
景
反
閇
有
之
也
、
其
以

後
鳳
輦
ヲ
紫
宸
殿
庇
ニ
相
寄
、
大
宋
風
屏
引
廻
、
鳳
輦
移
御
、
次
将
弁
手
ヲ
カ
ク
、
其
以
後

四
府
駕
輿
丁
取
伝
出
御
也
、
花
や
か
な
る
行
幸
、
貴
賤
成
群
」

（
（（
）　
『
霊
元
天
皇
実
録
』
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
九
月
六
日
「
平
田
職
忠
職
在
日
記
」（
ゆ
ま
に

書
房　

二
〇
〇
八
年
）「
天
皇
出
御
南
殿
、
剣
璽
役
〈
内
侍
司
也
〉、
持
御
剱
、
典
侍
候
御
前
持

璽
筥
、
掌
侍
候
御
後
立
也
、
御
帳
前
御
時
候
左
也
、
次
近
衛
引
陣
、
次
陰
陽
師
〈
頭
賀
茂
友
景
〉

奉
仕
反
閇
、〈
旧
例
給
禄
出
納
役
之
、
禁
令
被
略
之
、
又
古
者
有
反
閇
有
小
反
閇
、
今
所
被
行

者
小
反
閇
乎
如
何
〉」

（
（8
）　

前
掲
（
（
）
小
田
論
文
b

（
（9
）　

巻
記
「
于
時
宝
暦
十
二
壬
午
年
三
月
吉
祥
日　

陰
陽
生
吉
川
丹
後
辰
房
」

（
（0
）　

前
掲
（
（（
）
松
山
論
文
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
重
複
す
る
箇
所
も
多
く
見
ら
れ
、
と
く
に

「
宅
鎮
祭
用
物
」
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
が
、
本
稿
投
稿
後
に
発
表
さ
れ
た
た
め
、
論
旨
に

反
映
で
き
な
か
っ
た
。

（
（（
）　

前
掲
（
（
）
木
村
論
文　

六
〇
四
頁
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
三
月
二
五
日
付
「
大
乗
院

尋
尊
書
状
」
に
「
南
都
陰
陽
師
幸
徳
井
」「
従
三
位
友
重
」
は
、「
正
三
位
事
所
望
申
入
候
、

当
年
七
十
九
歳
に
罷
成
候
」
と
あ
り
年
齢
が
合
致
す
る
。

（
（（
）　

梅
田
千
尋
「
彦
根
藩
平
石
家
文
書
の
幸
徳
井
家
関
係
書
簡
―
宝
暦
期
暦
学
者
の
動
向
を
め

ぐ
っ
て
」（『
史
窗
』
七
八
号
、
二
〇
二
一
年
）

（
（（
）　

前
掲
（
（
）

（
（（
）　

前
掲
（
（
）
小
田
論
文
a

（
（（
）　

宮
内
庁
書
陵
部　

図
書
寮
二
一
七-

一
二
一
藤
波
本　

内
題
「
神
祇
灌
頂
泰
山
府
君
祭
作

法
」）（
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
二
月
三
日
神
龍
院
梵
舜
写
）

（
（（
）　
「
医
心
方
」
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブRB000（（（（（
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（
（（
）　
「
安
産
歌
」
は
「
女
重
宝
記
」
に
も
載
り
、
よ
く
知
ら
れ
た
。
そ
の
他
「
書
状
（
諸
祓
之
秘
伝

書
）」（
八-

一
三
七
）
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
三
月
吉
日
に
、
蟇
目
鳴
弦
の
呪
法
が
載
る
。

こ
れ
は
岩
崎
半
兵
衛
尉
久
重
の
所
伝
と
さ
れ
「
さ
ん
所
之
時
」「
は
な
し
物
之
時
」「
ま
せ
う

の
と
き
」「
き
つ
ね
の
と
き
」「
し
り
や
う
之
時
」
な
ど
の
呪
文
、
回
数
、
祓
の
方
法
を
記
し

た
も
の
。
他
に
も
、
吉
川
家
文
書
に
は
「
平
産
之
符
」（
八-

二
六
）
な
ど
病
気
・
出
産
に
関

わ
る
呪
法
に
用
い
た
史
料
が
多
く
伝
わ
る
。

（
京
都
女
子
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
二
年
一
一
月
二
一
日
受
付
、
二
〇
二
三
年
八
月
三
〇
日
審
査
終
了
）
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Despite advancements in early modern studies of onmyōji and Onmyōdō organizations, research 

into Onmyōdō practice is lacking. The focus of ritual research has primarily been on the late Heian 

period (794–1185), considered Onmyōdō’s peak. Middle ages and beyond studies typically discuss the 

imperial court and shogunate rituals, or their joint prayers during the Muromachi period (1336–1573), 

barely examining regional onmyōji ritual materials. This study aims to illuminate early modern Nara 

region’s Onmyōdō rituals, using materials from the Nara Koyomishi Yoshikawa Family Documents, 

housed at the National Museum of Japanese History.

The Yoshikawa Family Documents preserve not only historical records of the Nanto calendar’s 

distribution but also day-to-day activities and rituals of onmyōji. The ritual materials, which include 

ritual texts, ritual procedures, and talismans, cover a wide range of deities and prayer content and 

were probably actually used in the early modern Nara area. This study categorizes these materials by 

ritual type and compares them to imperial court-adjacent ritual forms (Tsuchimikado house). There 

are rituals in these documents, some of which are clearly of Tsuchimikado family origin, that mirror 

or resemble those ritual forms. These documents proved involvement in imperial court rituals and 

helped assert authority and legitimacy within onmyōji groups.

On the other hand, numerous ritual documents indicate not mere adoption from the Tsuchimikado 

house but active selection and modification by Nanto onmyōji. This includes kagura and ritual texts 

imbued with medieval mythology, ones influenced by apocryphal scriptures and Taoist texts, and 

ones on rituals like the kyūshōshinsai (honring nine Onmyōdō deities), which, though based on 

the Onmyōdō five elements theory (gogyōsetsu) and I Ching, possess unique aspects. Hence, the 

Tsuchimikado-origin rituals’ influence on the Nanto onmyōji ritual system remained restricted. Also, 

unique rituals different in name, deities, and phrasing from Tsuchimikado rituals highlight regional 

differences in Onmyōdō practices.

Key words:  Onmyōdō, ritual texts, Onmyōdō ritual, Yoshikawa Family Documents, Nara

Historical Materials on Onmyōdō Rituals in the Nara Koyomishi 
Yoshikawa Family Documents

UMEDA Chihiro


